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№ 質 問 回 答 

1 Q．購入補助の対象となる条件は？ 

A．次の要件をすべて満たす方が対象で

す。 

・本市に住民登録のある方 

・令和７年３月３１日までに６５歳以上

となる方（昭和３５年４月１日以前に生

まれた方） 

・非営利かつ自ら使用するために、初め

てスマホを購入された方（フィーチャー

フォン（ガラケー・ガラホ）および３Ｇ

のスマホからの機種変更も含む） 

・マイナンバーカードを持っている方 

・市内の指定店舗で購入し、購入したス

マホの操作説明を受けた方 

・購入したスマホに、村山市公式ＬＩＮ

Ｅアカウントへの登録（友だち追加）と

Ｙａｈｏｏ！防災速報アプリを登録し

ている方 

・市税等の滞納がない方 

2 
Ｑ．事務手数料や充電器などの付属品は

対象になりますか？ 

Ａ．補助の対象です。 

※本体代金のほか、充電器（本体に付属

しない場合）、事務手数料、データ移行料

などが対象です。ただし、スマホケース

や液晶フィルムなどは対象外です。 

3 

Q．スマホの本体代金、充電器、事務手

数料で２万円未満でした。補助金はいく

らですか？ 

Ａ．補助される金額は最大２万円です

が、スマホの本体代金、充電器、事務手

数料、データ移行料の合計金額（消費税

除く）が 2 万円に満たない場合はその金

額となります。 

4 
Q．過去に購入したスマホでも補助の対

象ですか？ 

A．原則、令和６年４月１日から令和７

年３月１４日までの間に購入したスマ

ホが補助の対象です。ただし、前年度中

に６５歳に達している者（昭和３４年４

月１日以前生まれ）が、前年度中（令和

５年４月１日から令和６年３月３１日

までの間）に購入したスマホに限り、購

入日から起算して１年以内までに申請

すれば補助の対象です。 
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5 
Ｑ．市外の販売店舗でスマホを購入した

場合、補助の対象になりますか？ 

Ａ．補助の対象外です。 

※補助の対象となるスマホは、市内の指

定店舗で購入したスマホです。なお、オ

ンラインショップなどで購入した場合

も対象外です。 

6 

Ｑ．スマホを譲り受けました。通信事業

者との通信契約にかかる費用は補助の

対象ですか？ 

Ａ．補助の対象外です。 

※補助の対象となるスマホは、市内の指

定店舗で購入したスマホですので、通信

契約のみの場合は対象外です。 

7 

Ｑ．スマホを購入しましたが、通信事業

者と通信契約をしていません。補助の対

象ですか？ 

Ａ．補助の対象外です。 

※通信事業者とデータ通信契約をして

いるスマホが補助の対象です。 

8 

Ｑ．現在、スマホをすでに持っています。

スマホからの買い替えは補助の対象で

すか？ 

Ａ．補助の対象外です。 

※すでに４G・５G のスマホをお持ちの

場合の買い替えは補助の対象外です。た

だし、現在お持ちのスマホが３Ｇのスマ

ホであれば、４Ｇ・５Ｇのスマホに買い

替えることで補助の対象となります。 

9 

Ｑ．息子が、使用者である父（６５歳以

上）のスマホの契約者となる場合は、補

助の対象ですか？ 

Ａ．補助の対象です。 

※ただし、申請は使用者である父が行

い、補助金も使用者である父に対して交

付します。（販売店からの証明が必要で

す。） 

10 

Ｑ．スマホの使用者である父（６５歳以

上）は村山市在住で、契約者となる息子

は市外在住者です。補助の対象ですか？ 

Ａ．補助の対象です。 

※ただし、申請は使用者である父が行

い、補助金も使用者である父に対して交

付します。（販売店からの証明が必要で

す。） 

11 
Ｑ．夫婦（６５歳以上）でスマホを購入

した場合、二人とも補助の対象ですか？  

Ａ．補助の対象です。 

※おひとりずつ申請していただきます。 

12 

Ｑ．スマホを購入サポート等による分割

払いで購入した場合、補助の対象となり

ますか？ 

Ａ．補助の対象です。 

※分割払いでも、分割前の購入費用が対

象です。（分割払い終了前でも申請でき

ます。） 

13 
Ｑ．１人で何台分も補助金の申請ができ

ますか？ 

Ａ．申請者１人につきスマホ１台分と

し、補助金は１人１回限りです。 
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14 
Ｑ．いつまでに申請すれば補助金が受け

られますか？ 

Ａ．補助金の申請期限は、令和７年３月

１４日までとなります。ただし、予算の

上限に達し次第、本事業は終了となりま

す。 

15 Ｑ．申請時に必要なものはなんですか？ 

Ａ．申請時に必要なものは、次のとおり

です。 

・交付申請書□1  

・本体等購入明細書、契約書（本体の金

額、契約手数料、充電器等の金額がわか

るもの） 

・販売店からの申請用証明書□2 （販売店

舗の印が押されたもの） 

・市税等の納付状況確認同意書□3  

・購入したスマートフォン 

・申請者のマイナンバーカード（本人確

認書類） 

・申請者名義の振込先口座の通帳の写し 

・印かん 

16 
Ｑ．振込先口座は家族の口座でもいいで

すか？ 

Ａ．補助金の対象者である申請者名義の

口座に限ります。 

17 
Ｑ．補助金の申請から交付まではどれく

らい時間がかかりますか？ 

Ａ．市税等の納付状況を確認させていた

だきますので、約 1 か月ほどで交付する

見込みです。 

 


